
全
国
の
市
区
町
村
の
窓
口
で
、
旅

券
、
運
転
免
許
証
、
そ
の
他
官
公
署

が
発
行
す
る
免
許
証
な
ど
を
提
示
す

れ
ば
、
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
の
か

た
の
「
住
民
票
の
写
し
」
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

【
交
付
時
間
】

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

【
手
数
料
】

発
行
し
た
市
区
町
村
の
手
数
料
額

※
「
広
域
交
付
の
住
民
票
の
写
し
」

は
、
記
載
事
項
の
う
ち
本
籍
の
表

示
が
省
略
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
見
本

▲

9

笠
松
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
か
た

は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
以
下

「
住
基
カ
ー
ド
」
と
い
う
）の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
住
基
カ
ー
ド

は
、
高
度
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能
を

備
え
た
I
C
カ
ー
ド
で
、「
住
民
票

の
写
し
の
広
域
交
付
」、「
転
入
・
転

出
の
特
例
」、「
身
分
証
明
証
」
な
ど

に
利
用
で
き
ま
す
。

【
住
基
カ
ー
ド
の
種
類
】

・
A
タ
イ
プ
…
カ
ー
ド
の
表
面
に
氏

名
・
有
効
期
限
・
交
付
地
市
区
町

村
名
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

・
B
タ
イ
プ
…
A
タ
イ
プ
の
記
載
事

項
に
加
え
、
住
所
・
生
年
月
日
・

性
別
・
顔
写
真
が
記
載
さ
れ
ま
す

の
で
、
身
分
証
明
証
と
し
て
利
用

が
で
き
ま
す
。

※
カ
ー
ド
の
選
択
は
、
申
請
の
と
き

に
で
き
ま
す
。

【
申
請
で
き
る
か
た
】

原
則
は
本
人
で
す
が
、
十
五
歳
未

満
の
場
合
は
法
定
代
理
人
が
、
病

気
・
身
体
の
障
害
な
ど
で
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
本
人
が
窓
口
ま
で

お
越
し
い
た
だ
け
な
い
場
合
は
任
意

代
理
人
で
も
申
請
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
印
鑑

②
旅
券
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
官
公

署
が
発
行
す
る
免
許
証
な
ど

③
B
タ
イ
プ
の
場
合
は
、
写
真（
タ

テ
四
・
五
㎝
×
ヨ
コ
三
・
五
㎝
）を

一
枚
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
添
付
写
真
は
、
次
の
点
に

留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
六
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
。

・
申
請
者
本
人
の
み
を
撮
影
し
た
も

の
。

・
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
も
の
。

【
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
】

住
基
カ
ー
ド
は
、
申
請
か
ら
一
カ

月
程
度
で
お
渡
し
す
る
予
定
で
す
。

な
お
、
お
渡
し
で
き
る
日
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
ハ
ガ
キ
な
ど
で
ご

案
内
い
た
し
ま
す
。

【
住
基
カ
ー
ド
の
手
数
料
】

一
枚
五
百
円（
A
・
B
と
も
）

他
の
市
区
町
村
へ
引
越
し
す
る
場

合
に
は
、
現
在
、
住
ん
で
い
る
市
区

町
村
へ
転
出
届
を
行
い
転
出
証
明
書

の
交
付
を
受
け
た
後
、
転
入
市
区
町

村
で
転
入
届
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
住
基
カ
ー
ド
の
交
付

を
受
け
て
い
る
か
た
は
、「
付
記
転

出
届
」
を
転
出
市
区
町
村
に
郵
送
す

れ
ば
、
転
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け

る
こ
と
な
く
転
入
市
区
町
村
に
転
入

届
を
す
る
だ
け
で
転
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
市
区
町
村
窓

口
に
出
向
く
こ
と
が
一
回
で
済
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。

※
付
記
転
出
届
と
は
、
①
氏
名
②

住
民
票
コ
ー
ド
ま
た
は
住
所
、
生

年
月
日
、
お
よ
び
性
別
③
転
出

先
お
よ
び
転
出
予
定
日
を
書
面
で

届
け
出
る
こ
と
。

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
は
、
個
人
情
報
保
護
に
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
運
用
し
、
適
切
に

行
わ
れ
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
住

民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
か
ら
切
り
離
し
を
す
る
対
策
を
講

じ
て
い
ま
す
。

な
お
、
ご
不
明
な
点
ま
た
は
詳
し

く
は
、
住
民
課
戸
籍
住
民
係（
内
線

一
二
二
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

住民基本台帳ネットワークシステム第2次稼動が、8月25日から始まります。
その具体的な内容は、次のとおりです。

①
住
民
票
の
写
し
の

広
域
交
付

②
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
交
付

③
転
入
・
転
出
の
特
例

岐阜県羽島郡
笠松町

笠松 花子
笠松町△△町 1番地

笠松町役場住民課戸籍住民係 TEL：058-388-1111

顔
写
真

引
越
し
の
手
続
き
で

窓
口
に
行
く
の
は

転
入
時
一
回
だ
け
で

済
み
ま
す
。


